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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話機能と電子メール機能と撮影機能とを有するカメラ付き携帯電話装置であって、
　他の通信端末からの着信に応答して画像データを撮影する撮影制御手段と、
　他の通信端末からの着信があった際に、電話の着信か電子メールの着信かを判断する第
１の判断手段と、
を備え、
　前記撮影制御手段は、前記他の通信端末からの着信に応答して画像データを撮影する際
に、前記第１の判断手段により電話の着信であると判断された場合には動画データを撮影
し、前記第１の判断手段により電子メールの着信であると判断された場合には静止画デー
タを撮影する撮影方法選択手段を含むことを特徴とするカメラ付き携帯電話装置。
【請求項２】
　他の通信端末からの着信に応答して画像データを送信する送信制御手段を更に備えたこ
とを特徴とする請求項１に記載のカメラ付き携帯電話装置。
【請求項３】
　前記送信制御手段は、前記他の通信端末からの着信に応答して画像データを送信する際
に、前記第１の判断手段により電話の着信であると判断された場合には動画データを送信
し、前記第１の判断手段により電子メールの着信であると判断された場合には静止画デー
タを送信する送信画像選択手段を含むことを特徴とする請求項２に記載のカメラ付き携帯
電話装置。
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【請求項４】
　前記送信制御手段は、前記他の通信端末からの着信に応答して画像データを送信する際
に、前記第１の判断手段により電話の着信であると判断された場合には電話機能を用いて
画像データを送信し、前記第１の判断手段により電子メールの着信であると判断された場
合には電子メール機能を用いて画像データを送信する送信方法選択手段を含むことを特徴
とする請求項２または３に記載のカメラ付き携帯電話装置。
【請求項５】
　他の通信端末からの着信があった際に、前記第１の判断手段により電話の着信であると
判断された場合には、前記撮影制御手段の制御によりリアルタイムに撮影される動画デー
タを、前記送信制御手段の制御により該着信があった他の通信端末へ電話機能を利用して
リアルタイムに送信し、前記第１の判断手段により電子メールの着信であると判断された
場合には、前記撮影制御手段の制御により非リアルタイムに撮影される静止画データを、
前記送信制御手段の制御により該着信があった他の通信端末へ電子メール機能を利用して
非リアルタイムに送信することを特徴とする請求項２乃至４に記載のカメラ付き携帯電話
装置。
【請求項６】
　監視モードを設定するモード設定手段と、
　このモード設定手段により前記監視モードが設定されていない状態で、前記撮影機能に
よりシャッタボタンの操作に応じた撮影を行う通常撮影手段と、
　他の通信端末からの着信があった際に、前記監視モードが設定されているか否かを判断
する第２の判断手段を備え、
　前記撮影制御手段は、前記判断手段により前記監視モードが設定されていると判断され
た場合には、他の通信端末からの着信に応答して画像データを撮影し、前記判断手段によ
り前記監視モードが設定されていないと判断された場合には、他の通信端末からの着信に
応答した画像データの撮影を行わないことを特徴とする請求項１に記載のカメラ付き携帯
電話装置。
【請求項７】
　監視モードを設定するモード設定手段と、
　他の通信端末からの着信があった際に、前記監視モードが設定されているか否かを判断
する第２の判断手段と、
　他の通信端末からの着信に応答して着信音を鳴らす着信音出力手段と、
　前記着信音出力手段は、前記判断手段により前記監視モードが設定されていると判断さ
れた場合には、他の通信端末からの着信に応答して着信音を鳴らし、前記判断手段により
前記監視モードが設定されていないと判断された場合には、他の通信端末からの着信に応
答して着信音を鳴らさないことを特徴とする請求項１に記載のカメラ付き携帯電話装置。
【請求項８】
　電話機能と電子メール機能と撮影機能とを有するカメラ付き携帯電話装置のコンピュー
タを制御するためのプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　他の通信端末からの着信に応答して画像データを撮影する撮影制御手段と、
　他の通信端末からの着信があった際に、電話の着信か電子メールの着信かを判断する第
１の判断手段と、
として機能させ、
　前記撮影制御手段は、前記他の通信端末からの着信に応答して画像データを撮影する際
に、前記第１の判断手段により電話の着信であると判断された場合には動画データを撮影
し、前記第１の判断手段により電子メールの着信であると判断された場合には静止画デー
タを撮影する撮影方法選択手段を含むことを特徴とするカメラ付き携帯電話装置の制御プ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、監視カメラとしても利用できるようにしたカメラ付き携帯電話装置、および
カメラ付き携帯電話装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の監視カメラシステムは、監視専用のカメラを監視対象の屋内外に固定的に設置し
、この専用カメラにより撮影される動画像を有線あるいは無線により別の場所にある表示
用モニタまで転送し、このモニタ画面にて監視画像が見られるようにしている。
【０００３】
　最近では、世界各地に設置された監視カメラによる撮影画像をインターネット経由で各
自のパーソナルコンピュータに取り込んで閲覧することができるようになっている。
【０００４】
　そして、各地に設置された監視カメラには、各自のパーソナルコンピュータの操作に応
じて送出される撮影方向の制御信号によって、その撮影角度を変更駆動する遠隔制御機能
が備えられている。
【０００５】
　また最近では、監視カメラにより撮影した映像を異常の検知に伴い電話機によって監視
ユーザの携帯電話機や警察署または消防署などに通報，転送できるようにしたセキュリテ
ィ電話機なるものも考えられている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００１－１６７３６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来の監視カメラシステムでは、監視対象を撮影するカメラは監視
専用のカメラであって屋内外に固定設置され、耐水性，耐熱性，耐震性など、様々な耐候
性能が要求されるため、非常に高価であるばかりでなく、監視以外の用途に適さず、監視
の必要がない時間帯や監視そのものが不要になった場合など、無駄が多い問題がある。
【０００７】
　また、前記従来の監視カメラシステムは、耐候性を有し頑強に設置される反面、監視対
象の位置や場所を変えたい場合など、その設置位置を移動するのには大変な手間と費用が
掛かり、特に一般家庭において安価に且つ手間暇掛けずに簡単に導入することは困難であ
った。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、監視専用のカメラシステムを導入
することなく、必要に応じて簡単に監視対象の画像を撮影して取得することが可能になる
カメラ付き携帯電話装置、およびカメラ付き携帯電話装置の制御プログラムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、電話機能と電子メール機能と撮影機能とを有するカメラ付き
携帯電話装置であって、他の通信端末からの着信に応答して画像データを撮影する撮影制
御手段と、他の通信端末からの着信があった際に、電話の着信か電子メールの着信かを判
断する第１の判断手段と、を備え、前記撮影制御手段は、前記他の通信端末からの着信に
応答して画像データを撮影する際に、前記第１の判断手段により電話の着信であると判断
された場合には動画データを撮影し、前記第１の判断手段により電子メールの着信である
と判断された場合には静止画データを撮影する撮影方法選択手段を含むことを特徴とする
。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は更に、他の通信端末からの着信に応答して画像データを送信す
る送信制御手段を更に備えたことを特徴とする。
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【００１１】
　請求項３に記載の発明は更に、前記送信制御手段は、前記他の通信端末からの着信に応
答して画像データを送信する際に、前記第１の判断手段により電話の着信であると判断さ
れた場合には動画データを送信し、前記第１の判断手段により電子メールの着信であると
判断された場合には静止画データを送信する送信画像選択手段を含むことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は更に、前記送信制御手段は、前記他の通信端末からの着信に応
答して画像データを送信する際に、前記第１の判断手段により電話の着信であると判断さ
れた場合には電話機能を用いて画像データを送信し、前記第１の判断手段により電子メー
ルの着信であると判断された場合には電子メール機能を用いて画像データを送信する送信
方法選択手段を含むことを特徴とする。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は更に、他の通信端末からの着信があった際に、前記第１の判断
手段により電話の着信であると判断された場合には、前記撮影制御手段の制御によりリア
ルタイムに撮影される動画データを、前記送信制御手段の制御により該着信があった他の
通信端末へ電話機能を利用してリアルタイムに送信し、前記第１の判断手段により電子メ
ールの着信であると判断された場合には、前記撮影制御手段の制御により非リアルタイム
に撮影される静止画データを、前記送信制御手段の制御により該着信があった他の通信端
末へ電子メール機能を利用して非リアルタイムに送信することを特徴とする。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は更に、監視モードを設定するモード設定手段と、このモード設
定手段により前記監視モードが設定されていない状態で、前記撮影機能によりシャッタボ
タンの操作に応じた撮影を行う通常撮影手段と、他の通信端末からの着信があった際に、
前記監視モードが設定されているか否かを判断する第２の判断手段を備え、前記撮影制御
手段は、前記判断手段により前記監視モードが設定されていると判断された場合には、他
の通信端末からの着信に応答して画像データを撮影し、前記判断手段により前記監視モー
ドが設定されていないと判断された場合には、他の通信端末からの着信に応答した画像デ
ータの撮影を行わないことを特徴とする。
【００１５】
　請求項７に記載の発明は更に、監視モードを設定するモード設定手段と、他の通信端末
からの着信があった際に、前記監視モードが設定されているか否かを判断する第２の判断
手段と、他の通信端末からの着信に応答して着信音を鳴らす着信音出力手段と、前記着信
音出力手段は、前記判断手段により前記監視モードが設定されていると判断された場合に
は、他の通信端末からの着信に応答して着信音を鳴らし、前記判断手段により前記監視モ
ードが設定されていないと判断された場合には、他の通信端末からの着信に応答して着信
音を鳴らさないことを特徴とする。
【００２７】
　請求項１９に記載の発明は、電話機能と電子メール機能と撮影機能とを有するカメラ付
き携帯電話装置のコンピュータを制御するためのプログラムであって、前記コンピュータ
を、他の通信端末からの着信に応答して画像データを撮影する撮影制御手段と、他の通信
端末からの着信があった際に、電話の着信か電子メールの着信かを判断する第１の判断手
段と、として機能させ、前記撮影制御手段は、前記他の通信端末からの着信に応答して画
像データを撮影する際に、前記第１の判断手段により電話の着信であると判断された場合
には動画データを撮影し、前記第１の判断手段により電子メールの着信であると判断され
た場合には静止画データを撮影する撮影方法選択手段を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明の請求項１（請求項１９）に記載のカメラ付き携帯電話装置（制御プログラム）
によれば、他の通信端末からの着信に応答して画像データを撮影することで、カメラ付き
携帯電話装置を監視カメラとして利用することを可能にし、更に、他の通信端末からの着



(5) JP 4479382 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

信があった際に、電話の着信か電子メールの着信かを判断し、電話の着信であると判断さ
れた場合には動画データを撮影し、電子メールの着信であると判断された場合には静止画
データを撮影するようにしたので、外部の通信端末から電話または電子メールを選択して
アクセスするだけで、静止画データと動画データを選択的に撮影させることが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５８】
　以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
【００５９】
　図１は、本発明の実施形態に係るカメラ付き携帯電話装置１０の外観構成を示す正面図
である。
【００６０】
　このカメラ付き携帯電話装置１０は、その正面の下半分の領域にキー入力部１１、上半
分の領域に液晶表示部１２を有し、キー入力部１１の下部には音声入力用のマイク１３が
設けられ、液晶表示部１２の上部には音声出力用のスピーカ１４が設けられる。また、装
置本体の上端部右端にはアンテナ１５が設けられ、さらに同上端部中央にはデジタルカメ
ラの撮像部１６が設けられる。
【００６１】
　前記キー入力部１１には、各種の数字，記号，文字を入力するための文字・記号入力キ
ー群１１ａが備えられると共に、電源のＯＮ／ＯＦＦ、カメラシャッタのレリーズ、通常
の電話／電子メールモード、テレビ電話モード、監視カメラモード、常時監視モードなど
、各種モードの切り替えや設定の切り替え、表示画面上でのカーソル移動による各種デー
タや項目の選択、選択内容の確定などを行うための機能操作キー（操作ボタン）１１ｂが
備えられる。
【００６２】
　このカメラ付き携帯電話装置１０は、例えば通常の電話／電子メールモードや監視カメ
ラモードにおいては内蔵の充電池によって独立で使用され、常時監視モードにおいては充
電＆回転用のクレードル（スタンド）２０（図２参照）に装着されて使用される。
【００６３】
　図２は、前記カメラ付き携帯電話装置１０を装着した充電＆回転用クレードル（スタン
ド）２０の外観構成を示す斜視図である。
【００６４】
　カメラ付き携帯電話装置１０の充電＆回転用クレードル２０は、装着された携帯電話装
置１０への充電、および当該携帯電話装置１０を水平方向Ｘおよび垂直方向Ｙに回動する
ことによる撮像方向の変更を行うもので、円筒形状の固定台座２１、この固定台座２１の
上部に水平方向Ｘに回転自在に載置された水平回転部２２、この水平回転部２２の上部中
央に垂直方向Ｙの一定角度の範囲で回転自在に設けられた垂直回転部２３からなる。
【００６５】
　そして、前記垂直回転部２３の上部中央の位置に、カメラ付き携帯電話装置１０の装着
スロット２０Ｈが設けられる。
【００６６】
　水平回転部２２は、固定台座２１に固定されて内蔵された水平回転モータ２４により水
平方向Ｘに回転駆動され、垂直回転部２３は、水平回転部２２に固定されて内蔵された垂
直回転モータ２５により垂直方向Ｙに回転駆動される。
【００６７】
　前記水平回転モータ２４および垂直回転モータ２５に対する回転制御信号は、前記カメ
ラ付き携帯電話装置１０によるリアルタイムな撮影画像（動画像）が指定の番号の電話に
対して通信転送されている場合に、当該撮影画像転送先の電話からのカメラ（撮像方向）
回転の指示に従い本携帯電話装置１０を経由して与えられる。
【００６８】
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　また、前記充電＆回転用クレードル２０は、音、光、煙、振動、温度、気圧などを検出
するための各種のセンサ２６ａ，２６ｂ，…を内蔵し、各種センサ２６ａ，２６ｂ，…に
よる検出データは当該クレードル２０の設置された環境での状態変化データとして携帯電
話装置１０に与えられる。
【００６９】
　なお、前記充電＆回転用クレードル２０には、ＡＣコンセント２７から電源電圧を供給
し、カメラ付き携帯電話装置１０への充電用の電源とする一方で、水平回転モータ２４や
垂直回転モータ２５および各種センサ２６ａ，２６ｂ，…の駆動用の電源とする。
【００７０】
　図３は、前記カメラ付き携帯電話装置１０および充電＆回転用クレードル（スタンド）
２０の電子回路の構成を示すブロック図である。
【００７１】
　カメラ付き携帯電話装置１０は、コンピュータ等からなる制御部（ＣＰＵ）１０Ａを備
えている。
【００７２】
　制御部（ＣＰＵ）１０Ａは、キー入力部１１から入力されるキー（ボタン）操作入力信
号やアンテナ１５および通信制御部１５Ａを介して受信される通信信号、あるいは前記充
電＆回転用クレードル２０の各種のセンサ２６ａ，２６ｂ，…から与えられる状態変化デ
ータに応じて、ＲＯＭ１７に予め記憶されているシステムプログラムを起動させ、あるい
は小型メモリカードなどの外部記憶媒体１８Ｍに予め記憶されている当該カメラ付き携帯
電話装置１０の制御プログラムを記憶媒体読書部１８Ａにより読み取らせて起動させ、あ
るいは公共通信ネットワーク（インターネットなど）上の他のコンピュータ端末から通信
制御部１５Ａに受信されて読み込まれた同制御プログラムを起動させ、ＲＡＭ１８を作業
用メモリとして本携帯電話装置１０の回路各部および充電＆回転用クレードル２０の回路
各部の動作制御を行なうものである。
【００７３】
　この制御部（ＣＰＵ）１０Ａには、前記キー入力部１１、液晶表示部１２、カメラ制御
部１６Ａを介した撮像部１６、ＲＯＭ１７、記憶媒体読書部１８Ａ、通信制御部１５Ａを
介したアンテナ１５、ＲＡＭ１８、時計回路１９が接続され、また、通信制御部１５Ａに
て送受信処理する通話音声信号を音声として入力および出力させるための音声変換部１３
Ａおよびマイク１３，スピーカ１４が接続される。
【００７４】
　また、制御部（ＣＰＵ）１０Ａには、電源供給自動ＯＮ／ＯＦＦ回路（ＥＣ）が接続さ
れ、電源のスリープ処理やウエイクアップ処理が必要に応じて自動で行われる。
【００７５】
　さらに、制御部（ＣＰＵ）１０Ａには、外部Ｉ／Ｏインターフェイス＆充電部１０Ｂが
接続され、充電＆回転用クレードル２０側の外部Ｉ／Ｏインターフェイス＆充電部２０Ｂ
を介してその電子回路と接続される。
【００７６】
　そして、カメラ付き携帯電話装置１０の電子回路は、充電＆回転用クレードル２０との
接続時には、当該クレードル２０から供給される電源電圧によって直接駆動され、またク
レードル２０との非接続時には、当該クレードル２０との接続時において充電された充電
池１０Ｅからの充電電圧によって駆動される。
【００７７】
　充電＆回転用クレードル２０の電子回路には、制御部（ＣＰＵ）２０Ａが備えられ、こ
の制御部（ＣＰＵ）２０Ａには前記外部Ｉ／Ｏインターフェイス＆充電部２０Ｂおよびセ
ンサorモータ制御部２８が接続される。
【００７８】
　この充電＆回転用クレードル２０に内蔵される水平回転モータ２４および垂直回転モー
タ２５は、前記カメラ付き携帯電話装置１０から外部Ｉ／Ｏインターフェイス＆充電部２
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０Ｂを介して入力される回転制御信号に応じてセンサorモータ制御部２８によって回転駆
動される。また各種のセンサ２６ａ，２６ｂ，…は、センサorモータ制御部２８によって
その検出動作が制御され、各検出データは外部Ｉ／Ｏインターフェイス＆充電部２０Ｂを
介して前記カメラ付き携帯電話装置１０へ転送される。
【００７９】
　そして、ＡＣコンセント２７からの電源電圧は充電回路２９に供給され、この充電回路
２９によってカメラ付き携帯電話装置１０への充電用の電源とする一方で、水平回転モー
タ２４や垂直回転モータ２５、各種センサ２６ａ，２６ｂ，…の駆動電源とされる。
【００８０】
　一方、前記カメラ付き携帯電話装置１０のＲＯＭ１７には、本装置１０の電子回路にお
ける全体の処理を司るシステムプログラムデータが予め記憶されると共に、電話通信モー
ド、インターネット通信モード、電子メールモード、通常カメラ撮影モード、そして、電
話による通話音声入出力と並行してリアルタイムな撮影画像を送受信するテレビ電話モー
ド、指定の電話番号または指定のメールアドレスからの着信または受信に従いリアタイム
な撮影動画像，音声データまたは１ショットの撮影画像データを送信するための監視カメ
ラモード、前記充電＆回転用クレードル２０への装着時において常時撮影による動画像，
音声データや各種センサ２６ａ，２６ｂ，…からの状態変化データに基づき予め設定され
た状態変化条件となった際に指定の電話番号または指定のメールアドレスに対して発信ま
たはアクセスし当該動画像，音声データまたは条件判断時前後の撮影画像データを送信す
るための常時監視モード等、各種の動作モードに対応した制御プログラムデータも予め記
憶される。
【００８１】
　図４は、前記携帯電話装置１０のＲＡＭ１８内に備えられる一部データメモリの内容を
示す図である。
【００８２】
　ＲＡＭ１８には、モードデータメモリ１８ａ、監視指定アドレスメモリ１８ｂ、監視指
定番号メモリ１８ｃ、撮像データメモリ１８ｄ、動画像・音声データメモリ１８ｅ、クレ
ードル装着データメモリ１８ｆ、各種センサデータメモリ１８ｇ、通報条件データメモリ
１８ｈ、電話帳データメモリ１８ｉ、そしてワークエリア１８ｊ等の各種のデータメモリ
が備えられる。
【００８３】
　モードデータメモリ１８ａには、前記電話通信モード、インターネット通信モード、電
子メールモード、通常カメラ撮影モード、テレビ電話モード、監視カメラモード、常時監
視モード等、各種動作モードの選択設定データが記憶される。
【００８４】
　監視指定アドレスメモリ１８ｂには、監視カメラモードや常時監視モードにおいて監視
通報のための通信先としてユーザにより指定される端末メールアドレスが記憶される。
【００８５】
　監視指定番号メモリ１８ｃには、監視カメラモードや常時監視モードにおいて監視通報
のための通信先としてユーザにより指定される端末電話番号が記憶される。
【００８６】
　撮像データメモリ１８ｄには、カメラ制御部１６Ａの制御により撮像部１６にて撮影さ
れた１ショットの撮影画像データが記憶される。
【００８７】
　動画像・音声データメモリ１８ｅには、カメラ制御部１６Ａの制御により撮像部１６に
てリアルタイムに撮影された動画像データおよび音声変換部１３Ａを介してマイク１３か
ら入力された音声データが記憶される。
【００８８】
　クレードル装着データメモリ１８ｆには、本カメラ付き携帯電話装置１０の前記充電＆
回転用クレードル２０に対する装着と接続が外部Ｉ／Ｏインターフェイス＆充電部１０Ｂ
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を介して検出された状態でクレードル装着フラグが記憶される。
【００８９】
　各種センサデータメモリ１８ｇには、前記各種のセンサ２６ａ，２６ｂ，…により検出
される音、光、煙、振動、温度、気圧などの各検出データがリアルタイムに更新されて記
憶される。
【００９０】
　通報条件データメモリ１８ｈには、常時監視モードにおいて前記動画像・音声データメ
モリ１８ｅに記憶される常時撮影による動画像，音声データや前記撮像データメモリ１８
ｄに記憶される撮影画像データを前記監視指定番号メモリ１８ｃに記憶される電話番号の
端末や前記監視指定アドレスメモリ１８ｂに記憶されるメールアドレスの端末へ通報する
ための条件データが、各種センサ２６ａ，２６ｂ，…による検出条件データ、スケジュー
ルデータ（時刻データ）、撮影画像の解析による移動物体の検出データなどを組み合わせ
て設定記憶される。
【００９１】
　例えば各種のセンサ２６ａ，２６ｂ，…の１つである音圧センサによる検出音圧データ
が一定音圧以上、光センサによる検出照度データが一定照度以上、煙センサによる検出煙
データが一定煙（粒子）以上、振動センサによる検出振動データが一定振動以上、温度セ
ンサによる検出温度が一定温度以上、気圧センサによる検出気圧データが一定気圧以上な
ど、またスケジュールデータ（時刻データ）では毎時、移動物体の検出データでは移動物
体有りなど、それぞれ個々の条件データがユーザ任意に組み合わされて設定される。
【００９２】
　電話帳データメモリ１８ｉには、ユーザ自身の所有する他の通信端末の電話番号やメー
ルアドレスをはじめ、友人，知人の電話番号やメールアドレスが記憶される。
【００９３】
　ワークエリア１８ｊには、各種動作モードの制御処理に伴ない制御部（ＣＰＵ）１０Ａ
により入出力されるデータが一時的に記憶される。
【００９４】
　なお、充電＆回転用クレードル２０に内蔵された音、光、煙、振動、温度、気圧などを
検出するための各種のセンサ２６ａ，２６ｂ，…は、携帯電話装置１０において各種セン
サ制御部２６Ａによって予め内蔵させる構成としてもよい。
【００９５】
　次に、前記構成によるカメラ付き携帯電話装置１０および充電＆回転用クレードル２０
の動作について説明する。
【００９６】
　（監視カメラモード）
　図５は、前記カメラ付き携帯電話装置１０を単独で使用した場合の着信対応監視処理を
示すフローチャートである。
【００９７】
　ユーザは本カメラ付き携帯電話装置１０の他に監視指定アドレスメモリ１８ｂおよび監
視指定番号メモリ１８ｃにそのメールアドレスおよび電話番号が記憶される少なくとも１
台の携帯電話装置を所有し、本カメラ付き携帯電話装置１０を、例えば自宅の定位置にい
るペット（水槽の熱帯魚やかごの小鳥など）の監視のために外出の際に該ペットを撮影可
能な位置に設置し、他の１台の携帯電話装置を携帯して外出する。
【００９８】
　カメラ付き携帯電話装置１０において、アンテナ１５および通信制御部１５Ａを介して
他の通信端末からの着信が検知されると、電源供給自動ＯＮ／ＯＦＦ回路（ＥＣ）によっ
てウエイクアップ状態となり、モードデータメモリ１８ａに記憶されているモード設定デ
ータに従い現在の動作モードが監視カメラモードであるか否か判断される（ステップＳ１
，Ｓ２）。
【００９９】



(9) JP 4479382 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

　ここで、現在の動作モードが監視カメラモードではなく、例えば通常の待ち受けモード
であると判断されると（ステップＳ２（Ｎ））、着信音が鳴動された後（ステップＳ３）
、電話着信の場合には通常の通話処理に移行され、電子メール着信の場合には通常の電子
メール受信処理に移行される（ステップＳ４）。
【０１００】
　一方、現在の動作モードが監視カメラモードであると判断されると（ステップＳ２（Ｙ
））、着信音は鳴動されずに、前記通信制御部１５Ａによる着信動作の種別が電子メール
の着信であるかまたは電話の着信であるかが判断される（ステップＳ５）。
【０１０１】
　ここで、電子メールの着信であると判断された場合には、メール送信元端末のメールア
ドレスがＲＡＭ１８内の監視指定アドレスメモリ１８ｂに設定記憶されたユーザが外出携
帯中のもう１台の携帯電話装置の指定メールアドレスであるか否か判断され（ステップＳ
５→Ｓ６）、指定のメールアドレスではないと判断された場合には、前記通常の電子メー
ル受信処理に移行される（ステップＳ６→Ｓ４）。
【０１０２】
　一方、前記メール着信元端末のメールアドレスが、ユーザが現在外出して携帯中のもう
１台の携帯電話装置の指定メールアドレスであると判断された場合には（ステップＳ６（
Ｙ））、カメラ制御部１６Ａによって撮像部１６の撮像動作が制御されて１ショットの撮
影画像が取得されＲＡＭ１８内の撮像データメモリ１８ｄに記憶されると共に（ステップ
Ｓ７）、この撮影画像データが前記指定のメールアドレスであるメール着信元の携帯電話
装置に対して電子メールで送信される（ステップＳ８）。すると、電源供給自動ＯＮ／Ｏ
ＦＦ回路（ＥＣ）によってスリープ状態へ切り換えられる（ステップＳ９）。
【０１０３】
　これにより、本カメラ付き携帯電話装置１０により撮影された例えば留守宅にいる現在
のペットの状態を撮影した撮影画像を、外出中であるユーザの携帯電話装置からのメール
送信によって非常に簡単に手元の端末に取得して見て確認できるようになる。
【０１０４】
　一方、前記ステップＳ５において、通信制御部１５Ａによる着信動作の種別が電話の着
信であると判断された場合には、電話発信元の電話番号がＲＡＭ１８内の監視指定番号メ
モリ１８ｃに設定記憶されたユーザが外出携帯中のもう１台の携帯電話装置の指定の電話
番号であるか否か判断される（ステップＳ５→Ｓ１０）。
【０１０５】
　そして、電話発信元の電話番号がユーザが外出携帯中のもう１台の携帯電話装置の電話
番号であると判断された場合には（ステップＳ１０（Ｙ））、カメラ制御部１６Ａによっ
て撮像部１６の撮像動作が制御されてリアルタイムな動画像が取得されると共に、マイク
１３から音声変換部１３Ａを介して周囲の音声が入力され、この動画像および音声データ
がＲＡＭ１８内の動画像・音声データメモリ１８ｅに逐次更新記憶されると共に、テレビ
電話の機能によって現在通話状態にある電話発信元の携帯電話装置に対して転送される（
ステップＳ１１）。
【０１０６】
　これにより、本カメラ付き携帯電話装置１０によりリアルタイムに撮影および音声入力
された例えば留守宅にいる現在のペットの状態を撮影した動画像および音声を、外出中で
あるユーザの携帯電話装置からの電話によって非常に簡単に手元の端末に取得して見て聞
いて確認できるようになる。
【０１０７】
　そして、電話発信元のであるユーザの携帯電話装置から接続が断たれた場合には、電源
供給自動ＯＮ／ＯＦＦ回路（ＥＣ）によってスリープ状態へ切り換えられる（ステップＳ
１２→Ｓ９）。
【０１０８】
　一方、前記ステップＳ１０において、電話発信元の電話番号がユーザが外出携帯中のも
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う１台の携帯電話装置である指定の電話番号ではないと判断された場合には、不在案内の
音声メッセージが予め設定された指定の秒数再生されて応答された後（ステップＳ１０→
Ｓ１３）、電話の接続が切断され（ステップＳ１４）、電源供給自動ＯＮ／ＯＦＦ回路（
ＥＣ）によってスリープ状態へ切り換えられる（ステップＳ９）。
【０１０９】
　従って、このようなカメラ付き携帯電話装置１０による監視カメラ機能によれば、ユー
ザ外出先からの電子メールまたは電話の着信に応答してウエイクアップし、その時点で撮
影した留守宅内の状態を見ることのできる撮影画像データ、またはリアルタイム撮影した
動画像および音声データを、外出先ユーザの端末へ送信し容易に監視，確認させることが
できるようになる。
【０１１０】
　（常時監視モード）
　図６は、前記カメラ付き携帯電話装置１０を充電＆回転用クレードル２０に装着して使
用した場合の常時監視処理を示すフローチャートである。
【０１１１】
　ユーザは本カメラ付き携帯電話装置１０の他に監視指定アドレスメモリ１８ｂおよび監
視指定番号メモリ１８ｃにそのメールアドレスおよび電話番号が記憶される少なくとも１
台の携帯電話装置を所有し、本カメラ付き携帯電話装置１０を、例えば自宅の部屋にいて
動き回るペット（犬や猫など）の監視のため、外出の際に該ペットの居る部屋に設置した
充電＆回転用クレードル２０に装着し（図２参照）、他の１台の携帯電話装置を携帯して
外出する。
【０１１２】
　充電＆回転用クレードル２０に装着されたカメラ付き携帯電話装置１０において、電源
がＯＮにされると、電源供給自動ＯＮ／ＯＦＦ回路（ＥＣ）によってウエイクアップ状態
となり、モードデータメモリ１８ａに記憶されているモード設定データに従い現在の動作
モードが常時監視モードであるか否か判断される（ステップＴ１，Ｔ２）。
【０１１３】
　ここで、現在の動作モードが常時監視モードではないと判断された場合には、前記電源
供給自動ＯＮ／ＯＦＦ回路（ＥＣ）によってスリープ状態に切り換えられる（ステップＴ
３）。
【０１１４】
　一方、現在の動作モードが常時監視モードであると判断された場合でも（ステップＴ２
（Ｙ））、ＲＡＭ１８内のクレードル装着データメモリ１８ｆに記憶されているクレード
ル装着フラグの有無に従い、充電＆回転用クレードル２０への接続が無いと判断された場
合には、前記電源供給自動ＯＮ／ＯＦＦ回路（ＥＣ）によってスリープ状態に切り換えら
れる（ステップＴ４→Ｔ３）。
【０１１５】
　一方、現在の動作モードが常時監視モードであると判断されると共に（ステップＴ２（
Ｙ））、図２で示したように、充電＆回転用クレードル２０への接続が有ると判断された
場合には（ステップＴ４（Ｙ））、監視指定番号メモリ１８ｃに記憶されている外出中ユ
ーザの携帯電話装置である指定の電話番号からの着信の有無が判断される（ステップＴ５
）。
【０１１６】
　ここで、外出中ユーザの携帯電話装置である指定の電話番号からの着信が無いと判断さ
れる状態では（ステップＴ５（Ｎ））、各種センサ２６ａ，２６ｂ，…からの音、光、煙
、振動、温度、気圧などの検出データがＲＡＭ１８内の各種センサデータメモリ１８ｇに
逐次更新されながら記憶されると共に、時計回路１９からの現在時刻データの取得や撮像
部１６によるリアルタイムな撮影動画像データを解析した移動物体の検出などが行われ（
ステップＴ６）、これらの各種センサ検出データや現在時刻データおよび移動物体の検出
データなどによる監視対象環境（部屋など）の状態変化データが、通報条件データメモリ
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１８ｈに設定記憶された指定の端末への通報条件データに合致する状態となったか否か繰
り返し判断される（ステップＴ７）。
【０１１７】
　そして、例えば温度検出データや煙（粒子）検出データによる状態変化データが一定以
上の検出データ値となり、通報条件データに合致する状態になったと判断された場合には
（ステップＴ７（Ｙ））、監視指定番号メモリ１８ｃに記憶されている外出中のユーザの
携帯電話番号に対し電話による発信が行われ（ステップＴ８）、その着信応答があるか否
か判断される（ステップＴ９）。
【０１１８】
　このステップＴ９において、外出中ユーザの携帯電話への発信に対しその着信応答があ
ったと判断された場合には、カメラ制御部１６Ａによって撮像部１６の撮像動作が制御さ
れてリアルタイムな動画像が取得されると共に、マイク１３から音声変換部１３Ａを介し
て周囲の音声が入力され、この動画像および音声データがＲＡＭ１８内の動画像・音声デ
ータメモリ１８ｅに逐次更新記憶されると共に、テレビ電話機能によって着信応答のあっ
た外出ユーザの携帯電話装置に対して転送される（ステップＴ１０）。
【０１１９】
　この際、外出ユーザの携帯電話装置には、留守宅の充電＆回転用クレードル２０に装着
してきたカメラ付き携帯電話装置１０によりリアルタイムに撮影されている動画像および
音声データが表示再生され、監視対象環境（部屋など）の状態変化が実際に見聞きできる
状態で通報される。
【０１２０】
　一方、前記通報条件データに合致する状態とならない場合でも（ステップＴ７（Ｎ））
、外出ユーザの携帯電話装置である指定の電話番号からの着信が有ったと判断された場合
には（ステップＴ５（Ｙ））、前記同様に撮像部１６の撮像動作が制御されてリアルタイ
ムな動画像が取得されると共に、マイク１３から音声変換部１３Ａを介して周囲の音声が
入力され、この動画像および音声データがＲＡＭ１８内の動画像・音声データメモリ１８
ｅに逐次更新記憶されると共に、テレビ電話機能によって着信のあった外出ユーザの携帯
電話装置に対して転送される（ステップＴ１０）。
【０１２１】
　この場合には、外出中であるユーザの携帯電話装置からの電話によって、本カメラ付き
携帯電話装置１０によりリアルタイムに撮影および音声入力された例えば留守宅の状態で
ある動画像および音声を、非常に簡単に手元の端末に取得して見聞き確認できるようにな
る。
【０１２２】
　そして、現在通話状態となってリアタイムな撮影動画像および音声データを転送中にあ
る前記外出中ユーザの携帯電話装置からの音声入力による指示あるいはキー（ボタン）操
作による指示により、音声認識あるいはキーコード判断によってカメラ撮影方向の前後（
上下）左右方向への回転の指示があったと判別された場合には（ステップＴ１１，Ｔ１２
（Ｙ））、接続中の充電＆回転用クレードル２０に対して前記ユーザ携帯電話からの指示
に応じた前後（上下）左右方向への回転制御信号が送信される（ステップＴ１３）。
【０１２３】
　図７は、前記充電＆回転用クレードル２０における充電・回転処理を示すフローチャー
トである。
【０１２４】
　充電＆回転用クレードル２０において、前記カメラ付き携帯電話装置１０が装着され接
続された状態では（ステップＰ１（Ｙ））、外部Ｉ／Ｏインターフェイス＆充電部２０Ｂ
を介して検出される携帯電話装置１０側の充電池１０Ｅの電圧レベルが検出され、充電の
必要な状態であるか否か判断されると共に（ステップＰ２）、カメラ撮影方向の回転制御
信号が受信された否か判断される（ステップＰ４）。
【０１２５】
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　そして、前記カメラ付き携帯電話装置１０の充電池１０Ｅの検出電圧レベルが充電の必
要な状態であると判断された場合には、充電回路２９から前記外部Ｉ／Ｏインターフェイ
ス＆充電部２０Ｂを介してその充電電圧が供給され（ステップＰ２→Ｐ３）、また、カメ
ラ撮影方向の回転制御信号が受信されたと判断された場合には、その前後（上下）または
左右方向への回転制御信号に応じて、モータ制御部２８を介し垂直回転モータ２５または
水平回転モータ２４が回転駆動され（ステップＰ４→Ｐ５）、図２で示すように、リアル
タイム撮影中にあるカメラ付き携帯電話装置１０の設置方向（撮影方向）が、垂直方向Ｙ
または水平方向Ｘに回転される。
【０１２６】
　これにより、外出ユーザの携帯電話装置に対して、留守宅の充電＆回転用クレードル２
０に装着してきたカメラ付き携帯電話装置１０によりリアルタイムに撮影される動画像お
よび音声データを表示再生させ、監視対象環境（部屋など）の状態変化を実際に見聞きで
きる状態で通報したり、逆に外出ユーザからの電話によって、本カメラ付き携帯電話装置
１０によりリアルタイムに撮影，音声入力される留守宅の動画像および音声データを送信
させ、手元の端末に簡単に取得して見聞き確認できるだけでなく、外出ユーザの携帯電話
装置からの指示により充電＆回転用クレードル２０を回転駆動させ、その撮影画像および
音声データの取得方向を任意の方向に変更制御して、監視対象のペットなどの状態を確実
に確認できるようになる。
【０１２７】
　そして、通話状態にある外出ユーザの携帯電話装置から接続が断たれた場合には（ステ
ップＴ１４（Ｙ））、前記ステップＴ５からの処理に戻り、当該外出ユーザの携帯電話装
置からの再着信待ちの状態、または各種センサ検出処理などに基づく通報条件合致待ちの
状態に復帰する（ステップＴ５～Ｔ７）。
【０１２８】
　一方、前記ステップＴ９において、外出中ユーザの携帯電話への発信に対しその着信応
答がないと判断された場合には、前記通報条件の合致判断時期に対応して撮像部１６によ
り撮影されて撮像データメモリ１８ｄに記憶された複数枚の撮影画像データが、監視指定
アドレスメモリ１８ｂに記憶されている指定のメールアドレスである外出ユーザの携帯電
話装置に対して電子メールで送信される（ステップＴ９→Ｔ１５）。
【０１２９】
　これにより、監視対象環境（部屋など）の状態変化データが指定の端末への通報条件デ
ータに合致することにより行った当該指定端末への電話発信に対し応答がない場合でも、
その状態変化を伴う撮影画像データを電子メールとして指定の端末アドレスへ送信してお
くことで、外出先のユーザに対し前記監視対象環境の状態変化を実際に見て確認できる状
態で通報できるようになる。
【０１３０】
　なお、前記常時監視処理では、そのステップＴ２において本携帯電話装置１０の動作モ
ードが常時監視モードに設定されていないと判断された場合、また常時監視モードに設定
されていると判断された場合でもステップＴ４において充電＆回転用クレードル２０に装
着されていないと判断された場合には、ステップＴ３に進み、電源供給自動ＯＮ／ＯＦＦ
回路（ＥＣ）によってスリープ状態に切り換えられる手順としたが、このステップＴ３に
代えて、前記図５における着信対応監視処理に移行する手順としてもよい。
【０１３１】
　また、本実施形態では、カメラ付き携帯電話装置１０による監視カメラ機能や常時監視
機能を留守宅のペットを監視するのに適用した場合について説明したが、これに限らず、
監視が必要な場所なら何処に対しても同様に適用可能であるのは勿論である。
【０１３２】
　したがって、前記構成のカメラ付き携帯電話装置１０によれば、通常時はシャッタカメ
ラおよび携帯電話として機能し、監視カメラモードにおいて予め指定されたメールアドレ
スの外部端末からの電子メールの着信があると、撮像部１６による１ショットの撮影画像
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データが電子メールとして前記メール発信元である指定のメールアドレスを有する外部端
末へ送信され、また予め指定された電話番号の外部端末からの電話の着信があると、撮像
部１６によるリアルタイムの撮影動画像およびマイク１３から入力される音声データが前
記電話発信元である指定の電話番号の外部端末へ転送されるので、監視カメラモードでは
、例えばユーザが外出時に携帯する携帯電話装置のメールアドレスおよび電話番号を前記
指定のメールアドレスおよび電話番号として設定し、当該ユーザは外出先から何時でも監
視対象場所に設置した本カメラ付き携帯電話装置１０へ電子メールまたは電話でアクセス
するだけで、監視対象の現在の状況を撮影静止画像またはリアルタイムな撮影動画像およ
び音声として取得して確認することができる。
【０１３３】
　つまり、このカメラ付き携帯電話装置１０によれば、１つの携帯電話を必要に応じて簡
単に通常のカメラ付き携帯電話として利用したり、監視カメラとして利用したりすること
ができる。
【０１３４】
　また、前記構成のカメラ付き携帯電話装置１０および充電＆回転用クレードル２０によ
れば、通常時はシャッタカメラおよび携帯電話として機能し、常時監視モードにおいて該
携帯電話装置１０がクレードル２０に装着され外部電源の供給を受ける状態では、各種セ
ンサ２６ａ，２６ｂ，…などにより監視対象場所周辺の状態変化が常時検出され、この状
態変化が通報を要する条件となった場合には外出ユーザの携帯電話装置など指定の電話番
号に電話を接続して、撮像部１６によるリアルタイムの撮影動画像およびマイク１３から
入力される音声データを転送する一方で、前記指定の電話番号から電話の着信接続があっ
た場合にも、同リアルタイムの撮影動画像および音声データを転送するので、常時監視モ
ードでは、監視対象場所の状態変化を常時検出して通報条件となった場合に外出ユーザに
リアルタイムの撮影動画像および音声データとして通報できるばかりでなく、外出ユーザ
が任意で必要とする場合でも、監視対象場所の現在の状態である撮影動画像および音声デ
ータを取得して確認することができる。
【０１３５】
　そして、前記常時監視モードにおいてカメラ付き携帯電話装置１０から監視対象場所の
リアルタイムの撮影動画像および音声データを外出ユーザなどの指定の電話へ転送してい
る状態で、当該指定の電話からカメラ回転の指示が有ると、本カメラ付き携帯電話装置１
０を装着中の充電＆回転用クレードル２０に対して回転制御信号が出力され、当該クレー
ドル２０の水平回転部２２や垂直回転部２３が駆動されてカメラ付き携帯電話装置１０の
向きが変更制御されるので、外出ユーザはリアルタイムで撮影取得している監視対象場所
の撮影動画像の撮影方向を自在に変化させて見ることができる。
【０１３６】
　さらに、前記常時監視モードにおいて、各種センサ２６ａ，２６ｂ，…などにより監視
対象場所周辺の状態変化を常時検出し、この状態変化が通報を要する条件となり外出ユー
ザの携帯電話装置など指定の電話番号に電話を発信した際に、その応答がない場合には、
状態変化条件の検出前後に撮像部１６により撮影された画像データが指定のアドレスとし
た前記外出ユーザの携帯電話装置などへ電子メールで送信されるので、電話による直接の
接続が行えなくても、監視対象場所の状態変化が通報条件となったことを撮影画像によっ
て指定のユーザへ確実に報知できるようになる。
【０１３７】
　つまり、このカメラ付き携帯電話装置１０および充電＆回転用クレードル２０によれば
、１つの携帯電話を必要に応じて簡単に通常のカメラ付き携帯電話として利用したり、高
機能な監視カメラとして利用したりすることができる。
【０１３８】
　なお、前記各実施形態において記載したカメラ付き携帯電話装置１０による各処理の手
法、すなわち、図５のフローチャートに示す着信対応監視処理、図６のフローチャートに
示す常時監視処理等の各手法は、何れもコンピュータに実行させることができるプログラ
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ムとして、メモリカード（ＲＯＭカード、ＲＡＭカード等）、磁気ディスク（フロッピデ
ィスク、ハードディスク等）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等
の外部記録媒体（１８Ｍ）に格納して配布することができる。そして、撮像機能および通
信機能を備えた種々のコンピュータ端末は、この外部記録媒体（１８Ｍ）に記憶されたプ
ログラムを記録媒体読取部（１８Ａ）によって記憶装置（１８）に読み込み、この読み込
んだプログラムによって動作が制御されることにより、前記各実施形態において説明した
通常の携帯電話機能から簡単に切り換えできる監視カメラ機能や常時監視機能を実現し、
前述した手法による同様の処理を実行することができる。
【０１３９】
　また、前記各手法を実現するためのプログラムのデータは、プログラムコードの形態と
して通信ネットワーク（インターネット）上を伝送させることができ、この通信ネットワ
ーク（インターネット）に接続されたコンピュータ端末（プログラムサーバ）の記憶装置
から前記のプログラムデータを取り込み、前述した通常の携帯電話機能から簡単に切り換
えできる監視カメラ機能や常時監視機能を実現することもできる。
【０１４０】
　なお、本願発明は、前記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、前記各実施形態には種々
の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせによ
り種々の発明が抽出され得る。例えば、各実施形態に示される全構成要件から幾つかの構
成要件が削除されたり、幾つかの構成要件が組み合わされても、発明が解決しようとする
課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合
には、この構成要件が削除されたり組み合わされた構成が発明として抽出され得るもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】本発明の実施形態に係るカメラ付き携帯電話装置１０の外観構成を示す正面図。
【図２】前記カメラ付き携帯電話装置１０を装着した充電＆回転用クレードル（スタンド
）２０の外観構成を示す斜視図。
【図３】前記カメラ付き携帯電話装置１０および充電＆回転用クレードル（スタンド）２
０の電子回路の構成を示すブロック図。
【図４】前記携帯電話装置１０のＲＡＭ１８内に備えられる一部データメモリの内容を示
す図。
【図５】前記カメラ付き携帯電話装置１０を単独で使用した場合の着信対応監視処理を示
すフローチャート。
【図６】前記カメラ付き携帯電話装置１０を充電＆回転用クレードル２０に装着して使用
した場合の常時監視処理を示すフローチャート。
【図７】前記充電＆回転用クレードル２０における充電・回転処理を示すフローチャート
。
【符号の説明】
【０１４２】
　１０　…カメラ付き携帯電話装置
　１０Ａ…携帯電話制御部（ＣＰＵ）
　１０Ｂ…携帯電話側外部Ｉ／Ｏインターフェイス＆充電部
　１０Ｅ…充電池
　ＥＣ　…電源供給自動ＯＮ／ＯＦＦ回路
　１１　…キー入力部
　１１ａ…文字・記号入力キー群
　１１ｂ…機能操作キー（操作ボタン）
　１２　…液晶表示部
　１３　…マイク
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　１３Ａ…音声変換部
　１４　…スピーカ
　１５　…アンテナ
　１５Ａ…通信制御部
　１６　…撮像部
　１６Ａ…カメラ制御部
　１７　…ＲＯＭ
　１８　…ＲＡＭ
　１８ａ…モードデータメモリ
　１８ｂ…監視指定アドレスメモリ
　１８ｃ…監視指定番号メモリ
　１８ｄ…撮像データメモリ
　１８ｅ…動画像・音声データメモリ
　１８ｆ…クレードル装着データメモリ
　１８ｇ…各種センサデータメモリ
　１８ｈ…通報条件データメモリ
　１８ｉ…電話帳データメモリ
　１８ｊ…ワークエリア
　１８Ｍ…外部記憶媒体
　１８Ａ…記憶媒体読書部
　１９　…時計回路
　２０　…充電＆回転用クレードル
　２０Ａ…クレードル制御部（ＣＰＵ）
　２０Ｂ…クレードル側外部Ｉ／Ｏインターフェイス＆充電部
　２０Ｈ…装着スロット
　２１　…固定台座
　２２　…水平回転部
　２３　…垂直回転部
　２４　…水平回転モータ
　２５　…垂直回転モータ
　２６ａ，２６ｂ，…各種センサ
　２６Ａ…各種センサ制御部
　２７　…ＡＣコンセント
　２８　…センサorモータ制御部
　２９　…充電回路
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